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筆者らは，参加型会議手法を応用し，我が国における EST（持続可能な交通）論議の本格化を目指した

「EST ステークホルダー会議」を実践してきた．ステークホルダーによる熟議を通じて，「EST の観点から

『交通と土地利用』についての政策形成上の論点・障壁を明確化する」ことをねらいとして実施した． 
会議の結果，熟議を経て一定の結果をまとめることはできたが，ステークホルダーの主導（参加者イニ

シアティブ）によって論点を抽出し，一致点や不一致点等の意見構造まで明確化できたかどうかについて

は，十分な参加者評価を得るに至らなかった．しかしながら実践を通じ，科学的知識の共有に基づくステ

ークホルダー間の熟議に関して，貴重な実証データと具体的課題を抽出することができた． 
 
キーワード：ステークホルダー，熟議，参加的手法，環境政策，EST 

 

 

1. はじめに 
 

 昨今，「脱官僚主導」が政治家のスローガンになるなど

少しずつ変化は見られるものの，これまでのほとんどの

政策課題は，科学的・経済的合理性をベースとしつつも

政治的妥協点探しを優先して行政主導で利害調整する意

思決定に依存してきたのではなかっただろうか．しかし

近年，科学的にも単一の解を求めることができない，ま

た複雑な利害・価値観の絡み合う課題に対して社会的な

意思決定が求められる場面にしばしば直面する． 

 こうした状況下において的確な政策形成を可能とする

ために，既存の意思決定システムを補強する方法の必要

性が認識されるようになってきた．そのひとつが，1980

年代以降国際的に発展してきた，コンセンサス会議手法

をはじめとする参加型テクノロジーアセスメント

（Participatory Technology Assessment，参加型TA）である．

参加型 TA を，社会の構成員（一般市民・ステークホル

ダー）が主体となり，参加的手法を活用して，幅広く科

学技術の関わりを有する政策課題をテーマに評価・議論

するシステム，と捉えると，90年代末以降，遺伝子治療

を考える市民の会議や農水省や北海道における遺伝子組

換食物に関するコンセンサス会議 1)，名古屋市では第 4

次一般廃棄物処理基本計画の策定前プロセスとして，「な

ごや循環型社会・しみん提案会議」なるステークホルダ

ー及び市民のハイブリッド型参加型会議が実施されるな

ど 2)，日本でも実用化が始まっている．文部科学省によ

る，「『熟議』に基づく教育政策形成」と題した対面での

現場対話（「リアル熟議」）とインターネットを介した熟

議（「熟議カケアイ」）のハイブリッドでの実施や 3)，一

世を風靡した内閣府の「事業仕分け」も，その潮流を汲

んだ動きと言えよう． 

 一転，日本の環境政策に視点を移してみる． 

 問題の複雑性・多層性，科学的不確実性の点でとりわ

け特徴的な気候変動政策について見てみると，ポスト京

都議定書対応の当面の議論はなされていても，長期を見

据えた本格的な社会的意思決定はおろか政策論議もほと

んど進展がみられない状況である．2001 年の OECD の

提唱に端を発する EST4)（Environmentally Sustainable 

Transport，持続可能な交通）i)が抱える問題も気候変動問

題と同様，今の時点において社会的・科学的に複雑な問

題であるとともに，その影響・対策において長期にわた

る性格の問題であり，将来に向けて今の時点から取組を

開始することが必要である 5) 6)．しかしながら，社会的意

思の上に立った政策形成，政策論議がなされているとは

言い難い． 

 そのために今求められているのは，多様な社会の構成

員の「参加」に基づく「社会的意思の形成」ではないだ

ろうか．ここで言う社会的意思の形成とは，複雑な利害・

価値観が絡み合い，価値判断が未定であるこれらの問題

に対して，問題の社会的・科学的な複雑性・多層性を可
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視化し，不確実性を評価し，長期的な視点のもとでいく

つかの方向性を模索し，その価値判断を見定めていこう

とするものである．気候変動やESTは，意思決定の結果，

社会の構成員のほとんどが影響を受け，かつ取組主体に

もなる問題である．そのため，国民各層における活発な

議論を通じることで，主体性を醸成しながら，ゆるやか

に社会的意思を形成していくことが必要ではないか． 

 本稿では，筆者らがこれまで実践してきたESTをテー

マとするステークホルダーによる熟議プロセス（熟議を

志向した「EST ステークホルダー会議」）を通じて得た

結果をもとに，我が国における環境政策形成に資する，

ステークホルダーによる熟議の意味とその課題について

考察する． 

 

2. 基本的考え方 
 

2.1. ステークホルダーに着目することの意味 

 科学技術を社会的文脈で捉える科学技術社会論の考え

方に立ち，社会の構成員について“科学”と“社会”に

分類した場合 1)，科学の側に属する科学者／専門家の役

割は，やはり第一義的には客観的・合理的な知見を提供

することに変わりはなく，一定の判断や評価を根拠に社

会を先導するアクターではないと思われる．従って“社

会”に属するアクター，つまり市民／国民による社会的

意思の形成が求められるわけだが，気候変動問題のよう

に長期かつ広範にわたって要因や影響，アクターが複雑

に絡みあう問題において，市民／国民の直接参加につい

てはその重要性と難しさの両面が指摘されていることも

実状である 7)． 

 ここで，著者らはステークホルダー（「利害関係者」よ

りも広義に，ここでは問題に関して何らかの接点で深い

関わりを有している「問題当事者」と定義）に着目する．

ステークホルダーは，国民一人ひとりが持つ一側面では

あるが，より強い・深い関わりを有している当事者にお

いては，経済・社会活動を通じて常に最新の情報にアク

セスし，問題に対してそれぞれの立場に応じた豊富な経

験と見識を持つ「経験的専門知（経験知）を有する専門

家」であると言える．ステークホルダーについては，日

本国内では主に CSR の一環として企業経営における重

要な対話の相手として広く認知されているが 8)，国際社

会においては，持続可能な発展の文脈から，マルチステ

ークホルダープロセス（MSP）と呼ばれる多様なステー

クホルダーが参加する対話と合意形成の枠組として活

用・洗練されてきている 9)．ステークホルダーにまつわ

る議論はもはや経営の分野にとどまらず，政策形成過程

におけるステークホルダー・デモクラシーの論考も進ん

できており 10)，社会的意思の形成において，ステークホ

ルダーの位置づけは大きくなってきていると言えよう． 

 気候変動やESTのように日常生活との空間的・時間的

距離の大きな問題においては特に，何らかの接点で深い

関わり・利害を有するステークホルダーが参加し，熟議

を行うことによって，ひいては政策形成・実施において

最も重要な利害関係者の主体性を引き出すという，本来

あるべき姿に近づくことが可能であると考える． 

 

2.2. ステークホルダーによる熟議の意味 

 J. Habarmas に知られる「熟議民主主義（deliberative 

democracy）」を背景 11)11)に日本でも広く議論されるよう

になった「熟議（deliberation）」について，ここでは「“個

人の熟慮”に立った“対話”」と定義する．“個人の熟慮”

とは，共有情報基盤に基づいて自身の意見を形成あるい

は再構築すること，“対話”とは，根拠を伴って各々の立

場に立った責任ある意見を述べ，そして応答すること，

と捉えている． 

 本稿では特に，気候変動問題やESTのような環境政策

形成過程における，社会の構成員としてのステークホル

ダーの参加と熟議の意味について明確にしておきたい． 

 既存の環境政策決定過程においてステークホルダーが

集う場の典型として，国・自治体の審議会・委員会等を

挙げることができる．審議会プロセスでは，時間等の制

約も手伝って，取り扱うテーマ・問題について背景や論

点をあらかじめ整理し，アジェンダセッティング，ある

いは議論の落としどころまでほとんど用意されているケ

ースも少なくない ii)．多様な学識者やステークホルダー

が参集しているにも関わらず，ほとんど議論を深めるこ

となく，主催者・事務局が（しばしば非公式に）利害調

整役を担っていることが大きな特徴で，ここで言うステ

ークホルダーの熟議の場とは根本的に異なる（Table 1）．

審議会プロセスは諮問に対して答申を求められる場であ

り，そもそも熟議は必須ではないし，行政手続き上の参

加の域を出ないものである． 

 社会的意思の形成を目指したステークホルダーによる

熟議とは，行政の政策決定に対するステークホルダーの

意見抽出や利害調整ではなく，ステークホルダー自ら「何

が問題であるか」を発見したり，コミットメントを形成

したり，国民的議論の喚起を目的に問題提起したりする

ことを意図している．政策決定への参照情報の提供は結

果のひとつであり，従ってその熟議の場は，行政による

政策形成過程に組み込まれた場である必要はない． 

 ステークホルダーは，立場の違いにより，問題のとら

え方や問題意識が多様である．また，問題関与の度合い

の違いによって当然に知識レベルも多様である．そのよ

うなステークホルダーの多様な知を集積し，議論すべき

課題等が幅広く提示されることで，問題の全体像の俯瞰

が可能であると考えられる．しかし，問題に関する重要

な論点について掘り下げようとすれば，利害や価値観の 
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相違が大きければ大きいほど，ステークホルダー間での

真正面からの議論を避けようとすることが多い．実はそ

のことこそが，政策形成過程における熟議の不在を生み，

問題の根本解決の障壁となっているのではないか． 

 本稿で取りあげるステークホルダーによる熟議は，ス

テークホルダー間でできるだけ多くの意見一致や共通項

を見出そうとすることが第一の目的ではない．むしろ，

意見に開きや対立が存在する点について，議論を深める

ことを重視すべきであるとの基本的考えに立っている．

本来の純粋的な「熟議」においては，熟議を経た市民

（lay-people）の意見・態度変容は重視されるところであ

るが 12)，意見の異なるステークホルダー間の熟議におい

ては，ステークを離れた個人の変容よりも，それぞれの

立場に立った熟議を徹底し，意見の一致点・不一致点に

ついてその理由や背景まで構造的に明らかにすることに

意味があると考える． 

 熟議に参加する「市民」とは誰か，という視点におい

ても，そこには利害関係者から問題当事者，関心の高い

人々，無関心層まで温度差があるものであり，それに応

じた熟議の装置と創造的な複合が必要である 13)．意見の

異なる多様なステークホルダーによる熟議は，我が国に

おける「市民による熟議」を通じた政策形成を考える上

で，重要な参照情報を生み出すものと考えられる． 

 以上のような考えに立ち，本稿ではステークホルダー

による熟議に着目し，ESTをテーマとする，熟議を志向

したステークホルダー会議の実践結果及びその評価につ

いて述べる． 

 

2.3. ESTに関するステークホルダー会議の実践経緯 

 筆者らは，ESTをテーマにした次のような熟議志向の

ステークホルダー会議を実施してきた（Fig 1）． 

・トヨタステークホルダー･ダイアログ iii)（2003，2005） 

・ESTステークホルダー会議 iv)（2006） 

・EST熟慮型ステークホルダー会議 v)（2006-2007） 

 主催等は様々だが，筆者らはこれらの会議にコーディ

ネーター及び事務局等の立場で一貫して関与し，ステー

クホルダーによる熟議を通じた EST 実現対策について

の熟議の深化，及び我が国におけるEST 実現上の課題・

障壁の明確化にチャレンジしてきた． 

 本稿では，2006年度に実施した「EST熟慮型ステーク

ホルダー会議」に焦点を当て，ステークホルダーによる

熟議の意味について考察する． 

 

 

3. 「EST 熟慮型ステークホルダー会議」の実施 
 

3.1. 実施概要 

 
 

【概要】 

・開催日時：2006年11月～2007年 2月（全4回） 

・主催者：EST政策研究会（科研費研究者による組織） 

・テーマ：「交通と土地利用」 

・参加者：ステークホルダー22名（テーマへの強い関与

とともに，全国的視野での活動に携わっている団体等

Table 1 審議会プロセスとステークホルダーの熟議の比較

項目 典型的な審議会ﾌﾟﾛｾｽ ステークホルダーによる熟議

関与者
学識経験者，

ステークホルダー
ステークホルダー

（学識者等は熟議の支援等）

目的 諮問事項への答申づくり
社会的意思の形成

（国民的議論の喚起）

政策決定への参照情報の提供

必要情報
等の提供

事務局の判断で用意
ステークホルダーの

要望・指示に基づき用意

論点
事務局であらかじめ整理，

アジェンダセッティング
ステークホルダー間の熟議を

通じて発見・抽出

議論

（議論の方向性のシナリオ）
→それぞれの主張

（→水面下での利害調整）
→共通項を括り，妥協点

を探る

議論のための情報基盤の共有
→個人の熟慮と表明

→意見の違いを大切に，
その背景まで明らかにして
共有し，対話を行う

Fig 1 ESTをテーマにしたステークホルダー会議の経緯 

ESTの包括的議論

（目標と実現課題）

EST実現に向け重視

すべき取組方策の検討

人の行動に重点化
ESTビジョンの共有

実現課題の検討

「交通と土地利用」

第3回 トヨタ
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞー ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

2003.11.28-29

第4回 トヨタ
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞー ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

2005.01.14-15

ESTｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ会議

2006.03.17-18

EST熟慮型
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞー 会議

2006.11.23-
2007.02.17

EST実現には，技術と交通行動変化の
2つの対策が重要．具体的検討のために

検討条件の設定が必要．

①「4つの取組方策が重要」，「技術のみ
でのEST実現は困難」． ⇒共有．

②方策の重視度 Ｃ＞Ｂ＞Ａ＞Ｄ
技術の重要性は共有．土地利用,都市
計画に遡った対策（方策Ｄ）は見解に

相違． ⇒議論未了．
NGOセクターは方策Dを支持
企業セクターは方策Dを不支持

ESTについて更に「交通と土地利用」
をテーマに討議を深堀り．

技術の重要性は共有．人の行動に着目．
7つの要素からなるＥＳＴビジョンを共有．

ESTビジョンの実現上の課題を検討．

技術

社会
都市

移動
手段

人の行動変化

方策

Ａ

方策

Ｂ

方策

Ｃ

方策

Ｄ
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を選定．3つのセクター…公的（省庁，自治体），企業

（自動車メーカー，運輸業，エネルギー供給事業，流

通，不動産，ディベロッパー等），NGO・NPO（交通，

環境，消費者団体等）の多様性とバランスに留意．） 

【議論の目的】 

・「交通と土地利用」をテーマに，①EST 実現の観点か

ら土地利用の分野で講じていくべき対策等について議

論を深め，とりまとめを行う．②ステークホルダーに

よる熟議を実践する． 

・具体的には，意見の一致点と不一致点（合意の限界）

を確認し，利害の絡むステークホルダー間の議論の意

義として特に意見の相違に着目し，その理由・背景の

構造を明確化することで今の時点から社会的合意形成

に向けて克服すべき障壁を明らかにする． 

 

3.2. 議論の枠組・条件 

 交通と土地利用の議論は関連分野が広範にわたり，ス

テークホルダーの関与・関心も多様であることから議論

の枠が拡散しやすい．議論の深化を目指すため，本会議

では次のような議論の枠組・条件を設けた． 

【議論の枠組・条件】 

・約 30 年後の日本における EST の実現を目指す（2030

～2040年の日本国内を対象に，交通起因CO2排出量を

1990年比30±10％削減）． 

・旅客交通における社会構造や交通行動対策に焦点． 

・地方中核的都市を議論の対象として想定． 

 

3.3. 会議のルール 

 会議にあたって，次のようなルールを設けて実施した． 

【参加・発言のルール】 

・参加者（ステークホルダー）の発言は，テーマへの関

わりや立場（組織･団体等）を常に意識したものである

こと．一個人としては皆様々な側面を有するが，それ

らが会議の中で自由に出入りするものではない． 

・ただし，発言は上記を前提として自由かつ創造的に行

う．組織･団体の公式見解をお願いするものではない． 

・同時に，ステークホルダーの会議での発言が会議以外

の場において追及されることがないように，主催者は

保証をしなければならない． 

・会議における議論は，交渉ではなく共同作業である． 

・皆が理解できる言葉を使うこと．自分の考えを誠実に

示すこと．事実や経験等，発言の根拠も示すこと． 

・質問には率直に答えること． 

・進行役（ファシリテーター）の指示に従うこと． 

【公開・記録のルール】 

・会議当日の議論は非公開とする． 

・会議の円滑化（及び研究）のために，議事録，録音，

撮影による記録を行う．議事録等は会議参加者間では

共有するが，外には非公開． 

・会議結果の対外発信は行うが（研究の一環），誰が何を

言ったか等，発言者が特定されないよう配慮する． 

 

3.4. 会議設計 

 本会議は，コンセンサス会議の手法 14)を原型として設

計を行っている．参加者や問題のフレーミングは異なる

が，参加者は問題について一定の情報基盤を共有し，専

門家からのインプットを受け，参加者同士議論し，何ら

かの意思表明をするというプロセスを基本としている． 

 本会議の会議設計のポイントは，次の4点である． 
 
（1）議論の土台の共有；基礎情報と，専門家の積極関与 

（2）ステークホルダーによる論点の形成 

（3）論点に関する熟議 

（4）ステークホルダーの主導による進行（参加者イニシ

アティブ） 

 
 

（1）議論の土台の共有；基礎情報，専門家の積極関与 

 既存の政策形成プロセスにおいて，また多くの参加型

会議においては，参加者間での基礎的な知見・情報の提

供はほぼ必須のプロセスとして行われる．これについて

は本会議も，「基礎情報の共有」として同様のプロセスを

踏んでいる．一方で，専門家の分野固有の見解や価値観

まで注入したり，専門家が会議参加者と同様に議論に参

加したりすることは，議論を誘導しやすいとの懸念から

控えられるのが一般的である． 

 本会議ではこの点について，専門家のポジションを明

確にした知見等を積極的に注入することによって，テー

マに対する理解はもとよりステークホルダー自身の潜在

的な問題意識を刺激することが可能ではないかと考え，2

つの方法での「専門家の積極関与」を検討した．本会議

Fig 2 会議設計のポイント 

（２） ステークホルダー
による論点形成

（３）熟議（熟慮と対話）
の実施

（１）議論の土台の共有；
専門家の積極関与

討議結果のとりまとめ

（１）議論の土台の共有；
a) 基礎情報の共有

b)専門家の固有の
ポジションを明確

にした「問題提起」

c)客観的・仲介的に
関与する専門家
の「討議支援」

（４）

参
加
者
の
主
導
に
よ
る
進
行
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では，この「基礎情報の共有」と「専門家の積極関与」

を通じて，テーマについての議論の土台を共有するとと

もに，ステークホルダー個人における意見形成や熟慮を

促すことを企図している． 

a. 基礎情報の共有 

 多様な知識，背景を持ったステークホルダーが一堂に

会して議論するにあたって，本会議では会議開始の段階

で事務局から基礎情報を提供した．更に，主催者の一方

通行的なインプットにならないよう，参加者からの要望

も受けつけ，ステークホルダーの有志からも情報提供や

現状に関する問題提起をした． 

・「運輸部門のCO2排出構造」 

・「交通に関わる土地利用の法制度とその運用」 

b. 専門家の固有のポジションを明確にした「問題提起」 

 意見の相違が存在するテーマや論点に対して固有の見

解を有する専門家が問題提起を行う．誘導も恐れずに，

ポジションを明快にして持論展開するところに特徴があ

る．ここでは，意見の異なる 2名の専門家を用意するこ

とでバランスに配慮し，また，ステークホルダーが論点

形成を行う前のタイミングで注入することで，ステーク

ホルダー個人の熟慮や意見形成に刺激を与えることを期

待した．この専門家は，議論には参加しないこととした． 

・「土地利用と交通：公共経済学の観点から」（宇都宮共

和大・久米良昭氏） 

 …理論をベースに，経済と都市，交通，土地利用との

関係を論じ，その中で合理的な解決策を選択する政

策を導入すべきと指摘． 

・「スマート・シュリンキング(美しい縮退)戦略が日本を

救う：都市工学の観点から」（名古屋大・林良嗣氏） 

 …持続可能な都市，土地利用パターンを明確に掲げ，

目標達成型の土地利用政策を導入すべきと主張．特

に，郊外からの撤退政策の重要性を指摘． 

c. 客観的・仲介的に関与する専門家の「討議支援」 

 一定のルールのもとにグループ討議に参加し，議論の

展開やステークホルダーの求めに応じて知見を提供し，

討議支援を行う専門家も配置した．議論の枠組・前提条

件から大きく逸れてしまった際にも適切に介入する役割

も担っている．この専門家は議論のプレーヤーそのもの

ではなく，テーマや論点に対して中立的な立場から助言

する，仲介役を担うところに特徴がある． 

 

（2）ステークホルダーによる論点の形成 

①ステークホルダーの意見開陳による課題の俯瞰 

 全ステークホルダーからの意見開陳によって，課題の

全体像を俯瞰できるものとした．従って，テーマについ

て自身の経験や立場，業務等において強く思うこと，専

門家等の問題提起から触発されたこと等に基づき，ステ

ークホルダー間で議論を深めるべきと考える課題につい

て，全ステークホルダーから意見を表明してもらった．

全ステークホルダーに意見開陳の機会が等しくあるよう，

また，相互作用も期待して，これは対話により行った． 

②各課題に対する意見分布の把握 

 意見開陳による課題の俯瞰に基づいて，ステークホル

ダー全員の意見を抽出し論点整理するため，質問票を用

いた意見把握を実施した．意見開陳の全意見を基にキー

ワード化し，質問票を作成（Table 2）．ステークホルダー

全員に郵送にて回答してもらった．質問票を用いた理由

は，各課題に対するステークホルダーの意見分布を把握

し可視化すること，また直接対話の中では表出しにくい

先鋭的な意見まで抽出するためである． 

 

③論点整理と議論すべき重要論点の選定 

 質問票の回答結果を事務局にて整理・分析を行った．

本会議の目的に照らして，多くのステークホルダーが関

心を示したもの，かつ意見に開きが見られる項目を抽出

した結果，次の3つの論点が浮かび上がった． 

a.「地方中核都市における土地利用対策の優先度」 

b.「地方中核都市における土地利用の方向性」 

c.「都市拡大の抑制／集密化促進のための具体策」 

 これをステークホルダーが了承するかたちで，議論す

る重要論点として選定された． 

 

（3）熟議の実施 

 本会議のゴールは，「熟議により意見の一致点と不一致

点（合意の限界）を確認し，利害の絡むステークホルダ

ー間の議論の意義として特に意見の相違に着目し，その

理由・背景の構造を明確化することで今の時点から社会

的合意形成に向けて克服すべき障壁を明らかにする」こ

ととした．具体的には次のような方法をとった． 

Ⅰ．現状に対する基本認識
問１．人の移動の自家用乗用車依存に対する認識

問２．都市郊外の道路沿道における立地の進展についての認識
問３．都市開発の郊外化が進んだことに対する法制度への認識
問４．地方中核都市に重点を置いた土地利用対策についての認識

Ⅱ．地方中核都市における土地利用対策の方向について
問５．中長期的なEST実現に向けた土地利用対策の重要度

問６．都市の土地利用の方向についての考え方

Ⅲ．都市拡大の抑制・都市の集密化のための具体的方策
問７．都市拡大の抑制・都市の集密化のための方策
問８．方策の重視度

問９．昨今のまちづくり関連立法についての意見
問10．土地利用規制・・・公共の福祉と個人の自由のトレードオフ
問11．個別の土地利用対策についての意見

Ⅳ．ESTの実現に適った都市のあり方に関する将来ビジョン

問12～15．中長期の視点に立った将来ビジョンの必要性，認識等
Ⅴ．ESTの実現に向けた取組主体

問18～22．EST実現の大胆な政策導入にイニシアチブを握る主体

Table 2 意見開陳をもとに作成した「質問票」の骨格 
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①ステークホルダーの立場に立った意見表明 

 課題に対する意見分布を踏まえつつ，ステークホルダ

ーそれぞれの立場の意見について内容を強化するよう，

主張とその理由・根拠を述べあう． 

②異なる立場の意見間での応答 

 特に意見の異なるステークホルダー間で疑問等の応答

を行い，意見の一致点，及び不一致点を確認する．特に

意見の相違について議論を避けることなく，噛み合った

議論・応答を行い，議論を通じて論点を明確化すること

を期待した． 

 なお，会議ではこの段階で，更なる深掘りを支援する

ため，議論の経緯に応じた[再]質問票を実施した． 

③討議結果のとりまとめ 

 参加ステークホルダー自身によって討議結果のとりま

とめを行う．ここでは，議論の経緯と結果をまとめると

ともに，今の時点から克服すべき障壁の明確化まで至る

ことを企図した． 
 
 以上を確認しつつ，重要論点 a.b.c.の討議結果を記す． 

a.「地方中核都市における土地利用対策の優先度」 

 地方中核都市における EST の実現に向けての土地利

用対策について議論を深めていくに当たり，まず原点に

立ち返って，種々ある対策の中における土地利用対策の

位置を確認する議論を行った． 

 議論前に行った質問票の結果によれば，「土地利用対

策」は，「公共交通の充実・改善」，「交通流・交通路の管

理の向上」「自動車単体の技術開発」等の対策に比して，

高い優先度が与えられるべきであるという意見が約半数

を占めた．また，土地利用対策は，その他の各種対策と

組み合わせて総合的に進めるべきであるという意見も多

く，この意見も合わせれば「土地利用対策」の優先度に

対するステークホルダーの支持は，約2/3であった． 

 ただし上記の意見分布はセクターごとに大きく異なっ

た傾向を示し，特に土地利用対策に慎重な意見を提示し

たのは，いずれも自動車または自動車利用を前提とした

社会構造に密接な関わりを有する企業セクターであった． 

 また，「公共交通の充実・改善」等，土地利用対策以外

の対策を優先すべきと主張したステークホルダーは約

1/3 に及んだ．しかし議論を通じ，それらのステークホ

ルダーの多くもEST実現の上での「土地利用対策」の必

要性は認識するとの意思が示された． 

 総括すれば，地方中核都市における土地利用対策の重

要性・必要性については，会議としての大筋の合意が得

られたといえる．しかしながら，土地利用対策の優先度

に関して理解は深まったとはいえ，ステークホルダー間

での見解の相違が残され，その背景・理由等を明確にし

ていく議論は未消化のままに終わった． 

b.「地方中核都市における土地利用の方向性」 

 EST実現の視点に立って地方中核都市が目指すべき土

地利用の方向について議論を行った． 

 「a.土地利用対策の優先度」において，土地利用対策

の優先性や対策推進の必要性についての意見表明したス

テークホルダーは全員，「地方中核都市におけるこれまで

の市街地の面的な拡大傾向は今後抑止すべきである」と

いう点で認識の一致をみた．また，「a.土地利用対策の優

先度」において「土地利用対策」の推進に対して懸念の

意思を表明した者（2 名）は，「b.土地利用の方向性」に

関しては意見を留保した． 

 中長期的に地方中核都市が目指すべき土地利用の方向

に関しては様々な意見が示されたが，最終的に3つの土

地利用パターンで整理することが適当であるとの意見に

収斂した． 

 
•Aパターン：面的に拡大した都市構造を，旧来の中心市

街地に集密化させる．（周囲へのスプロールによって形

成された新興市街地の順次撤退を伴う．） 

•Bパターン：面的に拡大した都市構造を，旧来の中心市

街地に加えて，面的拡大の過程で形成された新たな拠

点も含めて，中心市街地に集密化させる． 

•Cパターン：面的に拡大した都市構造を前提に，動線対

策を充実させる． 

 A パターンに関する主張はバックキャストによる目標

達成を重視した意見であり，一方 B，C パターンについ

ての意見は，都市構造の現状や現在までの都市形成の過

程を重視したものであることが確認された．A と B は，

都市の性格や都市の形成発展の過程等に応じて選択され

るものであり，本質的な相違がある訳ではないとの指摘

もなされた．また，土地利用の方向についての選択相違

は，個人としての現在及び過去の生活/活動の場として経

験した都市の違いが大きく影響していることが覗えた． 

 一方，A，B 及び C のパターンの是非は一般論のレベ

ルで論じられるべきではないとの意見が示された．具体

的な都市ごとに最も適した集密化等の都市利用の方向が

検討されるべきであり，その検討に際しては，A，B 及

びCの3パターンについて当該都市の具体的な条件を明

…

Ａ：旧来の中心

市街地に集密化

（７/22名支持）

Ｂ：面的拡大した新たな

拠点も含め集密化

（７/22名支持）

Ｃ：面的拡大した構造を

前提に動線対策を充実

（６/22名支持）

旧来の生活圏 現状の生活圏 都市の核 拠点 （2名が回答拒否）

Fig 3 土地利用の方向の3つのパターンの提案 
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らかにして検討することが有効であるとの指摘であった． 

 また，ねらい（意見の異なるステークホルダー間にお

ける議論の深化）は，必ずしも十分に満足のいくもので

はない．意見の相違点の背景・理由の明確化，今後の課

題の発見段階までには必ずしも議論が到達していない． 

c.「都市拡大の抑制／集密化促進のための具体策」 

 ⅰ）規制 

 規制的手段の活用の必要性を主張する多くの意見が示

された．規制的手段には，都市の面的拡大に対する立地

抑制と，都市中心部における用途や立地制限等の緩和措

置等の両者が重要であることが指摘された．一方で，規

制的手段に対して疑問を呈する意見や規制的手法の限界

を指摘する意見もあることに留意する必要がある． 

 ⅱ）経済的手段 

 大多数が，税制の活用等の経済的手段の活用に積極的

な意見を表明している．その中で慎重な意見を表明して

いるのは企業セクターのステークホルダーであった． 

一方，都市の核の創出に民間セクターを活かすためには

取組に選択の余地を残すことが重要で，そのためにもイ

ンセンティブの付与や税制の活用等の経済的手段の導入

が必要であるとの主張があった． 

 ⅲ）事業の集中実施／投資 

 インフラ整備への公的関与，都市中心部の魅力を高め

るための民間セクターの参加等による事業の推進が必要

であるとの主張がなされた．ただし，従来ありがちだっ

た箱物事業に頼る考え方では，都市の中心核の魅力創出

は困難であるという慎重な意見が，企業セクターや

NGO･NPOセクターから挙がった． 

 都市の面的拡大を抑制し，集密化を促進するためには，

上記の3つの政策手段の適切な組み合わせが重要である

との基本認識のもとで議論は進められた．ただし，議論

は 3つの政策手段についてそれぞれ検討を深めるという

段階には至らず，都市の拡大の抑制／集密化の促進のた

めの具体的な政策手段に関するステークホルダー間の意

見構造を明らかにする，というねらいは必ずしも満たさ

れてはいない． 

 

 

主催者（事務局） 熟慮型ステークホルダー会議 専門家の積極関与

第1回会議

06/11/23(木祝) 13：00-16：30

▪ オリエンテーション

▪ 基礎情報の提供・共有

▪ 専門家の固有意見の主張

第2回会議

06/12/23(土) 11：00-17：00

▪ 専門家の固有意見の主張

▪ 情報提供者からの問題提起

▪ 討議 『SH全員の意見開陳』

第3回会議

07/01/27(土) 11：00-17：00

▪ 情報提供者からの問題提起

▪ 質問票結果の報告・共有

▪ 討議 『討議テーマの検討』

▪ 討議 『重点課題のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ』

第4回会議

07/02/17(土) 11：00-17：00

▪ 討議 『個別課題のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ』

▪ 討議 『重点課題のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ』

▪ 討議 『結果のまとめ方の検討』

振り返り会議

07/06/23(土)～24(日)

▪ 事後ｱﾝｹｰﾄ，ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果報告

▪ 討議 『結果の振り返り・まとめ』

▪ 討議 『手法について』

キーワード抽出

質問票作成，実施･集計

都市工学の専門家
からの「問題提起」

県行政（中核都市），
流通業（大型SC）の
SHからの情報提供

専門家固有のポジ

ションを明確にした

「問題提起」

ステークホルダー

による

論点形成

熟議

（熟慮と対話）

の実施

討議結果の

とりまとめ

基礎情報の共有

オリエンテーション

基礎情報（交通とCO2，
土地利用制度）

オリエンテーション

事後アンケート，ヒアリング

公共経済学の専門家
からの「問題提起」

県行政（首都圏）の
SHからの情報提供

専門家による仲介的
な「討議支援」

専門家による仲介的
な「討議支援」

専門家による仲介的
な「討議支援」

討議結果の記録整理

[再]質問票作成,実施･集計

Fig 4 会議の全体構造 
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（4）ステークホルダーの主導による進行（参加者イニ

シアティブ） 

 本会議ではステークホルダー自身によって熟議を主導

していくことを最大の眼目とした．具体的には，ステー

クホルダーそれぞれの立場や利害を意識した責任ある自

由な熟議を引き出し，それに基づく参加者による議論の

展開を促すことである．同時に，主催者・事務局は円滑

な進行の支援に徹し，議論の方向の示唆や着地点の想定

は行わないことを原則とした． 

 

 

4. 考察 
 本会議の目的は，ステークホルダー間での熟議の成立

であった．すなわち，意見の一致点と不一致点（合意の

限界）を確認し，特に意見の相違を大切に，その理由・

背景の構造を明確化することであった． 

 しかし，実際の会議は，前章に示したとおり，焦点を

当てた3つの論点について議論の共有点を見出す方向で

展開され，その結果が取りまとめられるところとなり，

不一致点の理由･背景の確認には至らなかった． 

 本章においては，この点を中心に会議を振り返ること

により，最大眼目であった熟議の成立を可能にするため

の課題について考察を加えてみたい． 

 なお本章での分析は，全会議において記録した参与観

察の結果と，会議終了後に実施した全ステークホルダー

に対する参加者アンケート及びインタビュー（2007年4

～5月実施，回収21/22名）の結果を主に引用している． 

 

4.1. 熟議は成立したか 

 熟議の深化について，会議設計に沿って，次の5段階

の指標を用いて図ることとした． 

（ⅰ）ステークホルダー各自の主張・意見の開示 

（ⅱ）意見の相違の確認 

（ⅲ）意見の一致点の共有 

（ⅳ）意見の不一致点（対立点）の背景や理由の理解 

（ⅴ）合意形成に向けた障壁の明確化 

 

 

 重要論点としてとりあげた，a.土地利用対策の優先度，

b.土地利用の方向性，及び c.都市拡大の抑制／集密化の

手段，の3つのテーマとそれぞれの熟議の結果に対する

参加者評価（達成度）を，Fig 5に示す． 

 この結果から，「主張･意見の開示」については達成し

たとしている一方，意見の不一致点（対立点）の背景ま

で理解するという第4段階の達成度評価は非常に小さい． 

 次に，ステークホルダーの会議参加への期待と結果の

満足度との関係について分析を試みた．参加者の本会議

への期待について，5 項目で整理をした．テーマについ

て熟議を行うという観点からは，次の順に期待度が高い

といえよう． 

(ⅰ)テーマについて，有益な結論を導き出すこと 

(ⅱ)テーマについて，議論を深めること（結論を出すこ

とまでは期待していない） 

(ⅲ)テーマについて，自身の見解を深めること 

(ⅳ)ステークホルダーとの対話の機会を得ること 

(ⅴ)ステークホルダー会議のような参加型手法への関心 

 

 参加型会議手法への関心，対話の機会，見識を深める

といった会議参加への期待に対しては，概ね満足が得ら

れたと言える．しかし，テーマについて，議論を深める，

有益な結論を導くといった熟議への期待が高いほど満足

度は低下している．  

 上記2つの評価から明らかなように，会議はねらいと

するところが到達できていないことがうかがえる．意見

の不一致点（対立点）を掘り下げるよりも，共通する将

来ビジョンについて合意点を探り，意見の収束の方向に

議論が向かってしまった． 

 実際の対話の場面においては，土地利用分野の業務を

担当する地方自治体等，公的セクターのステークホルダ

ーが議論をリードするような積極的意見が目立つ一方で，

Fig 6 会議へ期待していた項目別の参加者満足度 
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Fig 5 熟議の深化に対する参加者評価 
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これまでの自動車あるいは自動車依存の都市構造に関わ

りを強く有してきたステークホルダーからの発言が次第

に抑制的になるといった傾向が見られた．一方で，交通

と土地利用というテーマに対し潜在的には非常に大きな

関わりを有するとみられるステークホルダーの役割を，

対話の場で引き出せないといった傾向も明らかになった． 

 多くの論点について議論するには回数・時間が不足し

ていた，という指摘もあるが，それだけで達成度が高ま

るのかどうか，見極めが必要である．そこで，以上の結

果を踏まえた上で，ステークホルダーによる熟議のため

の課題について，更に以下の視点から考察を加える． 

 

4.2. 議論の土台の共有；基礎情報提供と専門家の積極関与

は活かされたか 

 ステークホルダーは立場の違いにより問題のとらえ方

や問題意識が多様である．また，問題への関与の度合い

の違いによって当然に知識レベルも多様である．それは，

ステークホルダーが潜在的に有する経験知が多様である

という利点の一方で，基礎的な情報基盤や共通言語を共

有しておらず，経験知を披歴する熟議に至る前の段階で

噛み合わない可能性がある，という障壁でもある．ステ

ークホルダーの潜在的な知を引き出し熟議を成立させる

ためには，基礎情報の共有や専門家の活用といったプロ

セスが機能することが重要ではないかと考えた．この設

計の結果は次のとおりである． 

 

 事前理解については 18/21 名（86％）が積極的に評価

しているが，実践を経た評価は9/21名（43％）に低下し

た．専門家，参加者両方に対して意図を徹底できなかっ

たこと，2 氏の主張の強さという点でバランスがよくな

かった，という指摘がなされた． 

 

4.3. ステークホルダーによって論点の形成はなされたか 

 ステークホルダー全員の意見開陳により課題を俯瞰し，

意見分布を把握し，そこからステークホルダー自ら論点

を形成する，というプロセスは機能したのか．参加者評

価はFig 8のとおりである． 

 結果，参加者からは半数以上が「課題の俯瞰・論点形

成はできなかった」と評価している．ヒアリングにより

この要因を追求するに，「ステークホルダーそれぞれの立

場に立った個人の熟慮が不十分」であったという点であ

ることが分かった．参加者からは，「ステークホルダーと

しての意見の構造化・再構築が難しかった」と自身を振

り返る中で，個人の熟慮を促す時間や方法，意見開陳等

のルールの徹底が不十分であったと指摘されている．ま

た一方で，他者に対して「ステークホルダーとしての（も

っと違う本音があるはずなのに）意見を表明していなか

った」という指摘も見られ，議論の中で疑問を応答しあ

う等十分な「対話」に踏み込めなかったことが分かった． 

 

4.4. 熟議を深化させる対話方法の面での課題 

 本会議では，熟議の実践の指標について，①ステーク

ホルダーの立場に立った意見表明と，②異なる立場の意

見間での対話を行うこととしている．つまり，意見をそ

れぞれに主張しあうだけでなく，異なる立場の意見間で

疑問の応答等，うまくかみ合わせることに工夫が必要に

なる．この点については，以下のとおり，熟議を行うス

テークホルダー個人の参加・発言の態度（とそれを促す

方法）と，対話を促しかつ適宜適度に介入するファシリ

テーションに，ポイントがあることが分かった． 

 

 

Fig 8 ステークホルダーによる論点形成についての評価 

 意見陳述→論点整理…質問票に 
反映され，討議のたたき台となる 

流れを意識していましたか。 
とても 
できた 2

あまり 
できな 
かった 
  7 

できなかった 0

できた 12 

 意見開陳や主張を尽くせましたか。 
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7 
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 熟議前の理解

 意見陳述によって、テーマに関する 
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 とても 
できた 0 

あまりでき 
なかった 8 

わからない 1

できなかった 
3 

できた 9

 実践を経て 

 討議前に全員で意見陳述を行い、 
質問票に反映し、論点整理する 

方法は機能しましたか。 

そう思う 
10 

とても 
そう思う 0 

あまり 
そう思わ
ない 8 

わからない 1 

そう思わ
ない 2 

 質問票の結果は、意見分布の 
全容であると思いますか。 
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そう思う 0
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Fig 7 専門家の積極関与についての参加者評価 
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（1）ステークホルダーとしての参加・発言態度 

 
 ステークホルダーの立場に立った発言を徹底すること

について，Fig 9に表れているように，ルールは理解しつ

つも，消費者・生活者・住民・有権者等ステークホルダ

ーではなく一個人の様々な側面が出入りして発言をした

参加者も見受けられ，ステークホルダーとしての熟議へ

の参加という点で，共通理解が徹底できていなかったこ

とが明らかとなった．参加者からは，「立場を意識しすぎ

ると矛盾が生じることもあり，ステークを代表する発言

と自由な発言はイコールでない」「立場を踏まえた上で個

人の自由な発言をすることに加え，会議の結果とも向き

合うことを満たすのは難しい」「組織と個人の意見の差を

どう埋めるのか整理できなかった」等，特に企業セクタ

ーのステークホルダーの発言の難しさについて多くの意

見が寄せられた． 

 また，熟議について，「自他ともに，従来の会議方法に

慣れすぎて，論点を探す前に着地点を探してしまう」等

の指摘があり，直接対話の中では議論の衝突を回避する

傾向があることが分かった． 

 

（2）ファシリテーターの役割 

 本会議では，試行的に参加者自身に「ファシリテータ

ー」の役割も担ってもらった．予算制約上の問題もあっ

たが，参加者イニシアティブによる熟議の深化のための

試みでもあった． 

 しかしながら，参加者からは「ファシリテーターは意

見を持ち合わせない第三者がよい」「議論の位置づけやね

らいを客観的に意識しながら進行することが難しい」「議

論をまとめることを意識してしまった」といった声が寄

せられた． 

 このような結果から，ステークホルダーの立場に立っ

た発言や個人の熟慮への働きかけ，意見の多数派・少数

派等の分布に影響されない発言機会等の調整，疑問等へ

の応答の促進など，ファシリテーターの機能の重要性が

確認された． 

 

4.5. ステークホルダーの主導による進行（参加者イニシア

ティブ）とその支援 

 本会議では，ステークホルダーの主導による熟議の進

行（参加者イニシアティブ）を主流に置きつつ，主催者

（事務局）は作業支援というかたちで各会議の討議結果

のとりまとめに関与した．この，参加ステークホルダー

の主導による進行についての評価は，エラー! 参照元が

見つかりません。のとおりである． 

 

 エラー! 参照元が見つかりません。の示すとおり，多

くのステークホルダーはねらいを理解し，会議の全体構

成にも納得を得ていたが，結果としてねらいは達成でき

なかった，と過半数の参加者が評価している．「主催者が

会議を誘導する従来の方法との違いに戸惑いがあった」

「各過程において受け身になってしまった」等の意見が

挙げられている．また，主催者･事務局の関与は「議論の

方向性の示唆や着陸地点への誘導はしない」という方針

のもと，会議の場で出てきた意見を忠実に集約すること

に専念し，客観性・公平性に配慮をしたが，「論点に対す

るステークホルダー間の利害や背景，発言の重・軽とい

った有益な差を反映させることができていなかった」と

指摘されている． 

 これらのことを踏まえると，「議論の展開（発散）→集

約→次段階の議論へのつながり」という一連の流れに対

し，参加者イニシアティブの意識・自覚とともに，直接

的に関与する行動も希薄であったことが要因と考えられ

Fig 10 ステークホルダー主導による進行についての評価 
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る．このことから，ステークホルダーによる熟議の結果

はステークホルダー自身によって明文化する等の可視化

の作業をすることで，その場で互いに確認でき，また自

身の発言や次の議論に対する責任も生じる可能性が考え

られる．一方で，主催者・事務局に求められる適切な介

入・運営の方法については重要な検討課題であることが

分かった． 

 

 

5. おわりに；課題の整理と今後の展望 
 

 本稿で紹介した熟議を志向した EST ステークホルダ

ー会議は，環境政策の領域において，立場を越えてステ

ークホルダーが結集して本格的に議論展開した初めての

試みであったと思う．結果，多くの解決すべき課題を示

唆することとなった．しかし，参加ステークホルダーか

らは，EST等の問題についてそもそもこれまで多様かつ

意見の異なるステークホルダーが同じ議論の場に結集す

ることも対話する機会もなかったことが確認され，こう

いった参加型会議手法を活用し，問題当事者自身が熟議

することで問題解決の糸口を探ることの是非については，

全員から前向きな評価が得られた．また参加者の約半数

は，機会があれば自分が主催することも検討したいと回

答している． 

 ステークホルダーによる熟議プロセスについて，実践

を通じて明らかになった課題は以下のとおりである． 

・ステークホルダーが自ら納得できるアジェンダセッテ

ィングを行うための方法の確立． 

 …ここでは参加者イニシアティブを重視して進めてき

たが，参加者が，議論内容に集中できる環境を整え

ることと，手続きの公正さ・妥当性を確保するため

に進行についても検討することを両立する難しさが

明らかとなった．参加者の責任の範囲，主催者・事

務局の責任と関わり方，時間（効率）について，そ

の都度検討する必要がある． 

・課題と自身との関わりについて深く向き合い，ステー

クホルダーの立場に立った意見を確認し，責任ある発

言ができる状態で対話に臨むことを可能とする会議環

境の保持． 

 …これについては，自身のステークを客観化したり，

主張・論拠を強化・再構築するための情報提供や専

門家の関与が重要な役割を果たすと考えるが，その

タイミングや方法も重要な要素である．また，ステ

ークホルダーとしての責任ある発言・対話を引き出

すためには，ステークホルダー個人の発言が会議以

外の場で追及されることがないように保証すること

が必要であるが、今回の試行的な実施では限界があ

り、実社会での実施に向けた課題のひとつである。 

・ステークホルダー間の対話，噛み合った応答を深めて

いくことを可能とする方法の確立． 

 …自身のステークホルダーの考えを深め，他のステー

クホルダーに対して明確に表明する方法とともに，

他のステークホルダーに対して「本当はこういった

利害・意見を持っているはずだ」という考えをぶつ

け合う方法の確立も必要である． 

 上記の課題に加えて，熟議に参加するステークホルダ

ーは誰か，またこのような熟議の場の設置者（主催者等）

は誰が担うかも，非常に重要な要素である． 

 環境政策領域において，今後もできるだけリアルな課

題設定のもとで議論の機会を積み重ね，経験・ノウハウ

を蓄積させていくことが必要である．また，それを担う

人材育成の重要性も最後に強調しておきたい． 
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